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問１　あなたの性別を〇で囲んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.男性 2,475 45.1
2.女性 3,015 54.9

問２　あなたの年齢を〇で囲んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.２０～２９歳 474 8.6
2.３０～３９歳 899 16.4
3.４０～４９歳 1,126 20.5
4.５０～５９歳 1,007 18.3
5.６０～６９歳 1,067 19.4
6.７０歳以上 917 16.7

問３　あなたのお住まいの地域を〇で囲んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)

全体 5,490 100.0

1.区中央部（千代田・中央・港・文京・台東） 320 5.8

2.区南部（品川・大田） 487 8.9

3.区西南部（目黒・世田谷・渋谷）          522 9.5

4.区西部（新宿・中野・杉並）              491 8.9

5.区西北部（豊島・北・板橋・練馬）        808 14.7

6.区東北部（荒川・足立・葛飾）            515 9.4

7.区東部（墨田・江東・江戸川）            581 10.6

8.西多摩（青梅・福生・羽村・あきる野・瑞穂・日の出・檜原・奥多 174 3.2

9.南多摩（八王子・町田・日野・多摩・稲城） 579 10.5

10.北多摩西部（立川・昭島・国分寺・国立・東大和・武蔵村山）    286 5.2

11.北多摩南部（武蔵野・三鷹・府中・調布・小金井・狛江）        448 8.2

12.北多摩北部（小平・東村山・清瀬・東久留米・西東京）          279 5.1

区部 3,724 67.8

市町村部 1,766 32.2

東京都における受動喫煙に関するアンケート調査 単純集計結果

Ⅰ 基礎情報
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問４　あなたはたばこを吸いますか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.毎日吸っている      775 14.1
2.ときどき吸う日がある 84 1.5
3.以前は吸っていたが、1 ケ月以上吸っていない                  677 12.3
4.吸わない            3,884 70.7
喫煙者（1+2）計 859 15.6
非喫煙者（3+4）計 4,561 83.1
無回答            70 1.3

（問４で「毎日吸っている」、「ときどき吸う日がある」と回答した方）
問５　たばこを吸うときに気をつけていることはありますか。（○はあてはまるものすべて）

実数(件) 比率(％)
全体 859 100.0
1.公共的な場所では吸わない                466 54.2
2.指定の喫煙所以外では吸わない            628 73.1
2.禁煙場所では吸わない 720 83.8
4.混雑している場合は吸わない              520 60.5
5.子供や妊産婦、病人がいる場合は吸わない  639 74.4

6.周囲に食事中の人がいる場合は吸わない    391 45.5

7.周囲の了解を得てから吸う                295 34.3

8.気をつけていることはない                11 1.3

9.その他              33 3.8

無回答            6 0.7

問６　あなたは「受動喫煙」という言葉をご存知ですか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.知っている 4,476 81.5
2.知らない（今回の調査ではじめて知った） 936 17.0
無回答            78 1.4

問７　受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」
     をいいます。あなたは、おおよそ１年の間に次のような施設（敷地内の屋外、屋内を含む）で
     受動喫煙にあいましたか。
       次の「施設」での「状況」に○をつけてください。（１つの「施設」に○は１つ）

問7-（1）小学校・中学校・高校 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    156 2.8
2.あわなかった        1,704 31.0
3.行かなかった        3,210 58.5
無回答 420 7.7

問7-（2）. 大学・専門学校等（1 ）以外の学校  実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    309 5.6
2.あわなかった        1,056 19.2
3.行かなかった        3,693 67.3
無回答 432 7.9

Ⅱ 受動喫煙の認知度・受動喫煙の状況
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問7-（3）スポーツ施設 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    485 8.8
2.あわなかった        2,087 38.0
3.行かなかった        2,484 45.2
無回答 434 7.9

問7-（4）博物館・美術館 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    127 2.3
2.あわなかった        2,527 46.0
3.行かなかった        2,400 43.7
無回答 436 7.9

問7-（5）公民館等集会場 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    512 9.3
2.あわなかった        2,313 42.1
3.行かなかった        2,229 40.6
無回答 436 7.9

問7-（6）劇場・映画館 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    504 9.2
2.あわなかった        2,930 53.4
3.行かなかった        1,617 29.5
無回答 439 8.0

問7-（7）ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設  実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    1,360 24.8
2.あわなかった        406 7.4
3.行かなかった        3,346 60.9
無回答 378 6.9

問7-（8）病院・診療所 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    295 5.4
2.あわなかった        4,389 79.9
3.行かなかった        389 7.1
無回答 417 7.6

問7-（9）老人ホーム・保育所等社会福祉施設 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    83 1.5
2.あわなかった        1,652 30.1
3.行かなかった        3,326 60.6
無回答 429 7.8
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問7-（10）官公庁施設 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    325 5.9
2.あわなかった        3,036 55.3
3.行かなかった        1,694 30.9
無回答 435 7.9

問7-（11）金融機関 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    160 2.9
2.あわなかった        4,439 80.9
3.行かなかった        465 8.5
無回答 426 7.8

問7-（12）百貨店・デパート 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    606 11.0
2.あわなかった        4,086 74.4
3.行かなかった        379 6.9
無回答 419 7.6

問7-（13）スーパー・小売店 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    1,072 19.5
2.あわなかった        3,873 70.5
3.行かなかった        140 2.6
無回答 405 7.4

問7-（14）飲食店 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    4,039 73.6
2.あわなかった        1,075 19.6
3.行かなかった        148 2.7
無回答 228 4.2

問7-（15）ホテル・旅館 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    1,389 25.3
2.あわなかった        2,574 46.9
3.行かなかった        1,124 20.5
無回答 403 7.3

問7-（16）駅・空港 実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.受動喫煙にあった    2,089 38.1
2.あわなかった        2,857 52.0
3.行かなかった        197 3.6
無回答 347 6.3
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問８　あなたはこれまで受動喫煙にあったとき、どのように感じましたか。次の中から１つ選んでください。
（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 2,861 100.0
1.何も感じなかった 417 14.6
2.迷惑に思った 630 22.0
3.受動喫煙にあったことはない 653 22.8
無回答            476 16.6

問９　あなたはこれまで受動喫煙にあったとき、どのような行動をとりましたか。次の中からあてはまる
     ものをすべて選んでください。（○はあてはまるものすべて）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.喫煙者に喫煙を控えてもらうように頼んだ  212 3.9
2.自分が席や場所を移動した                3,345 60.9
3.自分が我慢した      3,198 58.3
4.気にならなかったため、何もしなかった    827 15.1
5.受動喫煙にあったことはない              178 3.2
6.その他              170 3.1
無回答            53 1.0

問10　不特定多数が利用する施設における受動喫煙を防止するために、あなたが禁煙又は完全分煙
　　　の対策を取ってほしいと思う施設はどれですか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。

（○はあてはまるものすべて）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.小学校・中学校・高校 3,895 70.9
2.大学・専門学校等 1以外の学校        3,235 58.9
3.スポーツ施設        3,473 63.3
4.博物館・美術館      3,611 65.8
5.公民館等集会所      3,472 63.2
6.劇場・映画館        3,744 68.2
7.ゲームセンター・パチンコ店等、娯楽施設  2,070 37.7
8.病院・診療所        4,262 77.6
9.老人ホーム・保育所等社会福祉施設        3,623 66.0
10.官公庁施設          3,454 62.9
11.金融機関            3,244 59.1
12.百貨店・デパート    3,438 62.6
13.スーパー・小売店    3,380 61.6
14.飲食店              4,097 74.6
15.ホテル・旅館        3,590 65.4
16.駅・空港            3,877 70.6
無回答            175 3.2

問11　あなたは『不特定多数が利用する施設における対策』において、最も適切だと考えるものは
      どれですか。次の中から１つ選んでください。（以下の図を参考に○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.敷地内全面禁煙      1,167 21.3
2.建物内禁煙（屋外に独立した喫煙所を設ける）                  1,911 34.8
3.建物内完全分煙（建物内に独立した喫煙場所を設ける）          1,930 35.2
4.施設の利用者の状況に応じて、施設の管理者が判断する          300 5.5
5.その他              37 0.7
無回答            145 2.6

Ⅲ 受動喫煙に対する意識・行動
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問12　あなたは、飲食店等の入口に禁煙・分煙等の表示があれば、利用する際、入るかどうかの参考
　　　にしますか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 5,490 100.0
1.参考にする 4,535 82.6
2.参考にしない 872 15.9
無回答 83 1.5

問13　受動喫煙防止対策を進めていく上で、法的な規制（法律・条例等）について、どのようにお考え
　　　ですか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体（健康増進法を知っている） 5,490 100.0
1.施設に対して「法的な規制（法律・条例等）がある方が良い」    3,629 66.1
2.施設に対して「法的な規制（法律・条令等）はしてほしくない」  1,057 19.3
3.わからない          733 13.4
無回答            71 1.3

（問13で「法的な規制（法律・条例等）がある方が良い」と回答した方）
問13-1　最も近いと思う理由はどれですか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 3,629 100.0
1.施設の管理者に努力義務があるが、対策が進んでいないため      468 12.9
2.施設内全面禁煙にし、喫煙所を設ける等の対策が必要            1,811 49.9
3.喫煙マナーを守らない喫煙者が多いため    1,209 33.3
4.その他              78 2.1
　無回答            63 1.7

（問13で「法的な規制（法律・条例等）がある方が良い」と回答した方）
問13-2　どのような規制が良いと考えますか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 3,629 100.0
1.国が全国一律の罰則付き法律を制定する    1,935 53.3
2.国が全国一律の罰則なしの法律を制定する  336 9.3
3.東京都が独自の罰則付き条例を制定する    1,078 29.7
4.東京都が独自の罰則なしの条例を制定する  170 4.7
5.その他              32 0.9
　無回答            78 2.1

（問13で「法的な規制（法律・条例等）はしてほしくない」と回答した方）
問13-3　最も近いと思う理由はどれですか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ）

実数(件) 比率(％)
全体 1,057 100.0
1.施設の管理者の努力義務以外の規制は必要ないため                  97 9.2
2.既に路上喫煙防止対策や、施設の分煙対策が進んでいるため      209 19.8
3.マナーや嗜好の問題であり、法的に規制すべきではないため      508 48.1
4.全面禁煙にすると、路上喫煙やポイ捨てが増える恐れがあるため      177 16.7
5.その他              27 2.6
無回答            39 3.7

Ⅳ 今後の受動喫煙防止対策について
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東京都における受動喫煙に関するアンケート調査 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査結果は今後、東京都の受動喫煙防止対策を進めていくための貴重な資料となります。 

 ２０歳以上の方の中から、住民基本台帳法に基づく無作為抽出を行い、調査をお願いするお一人お

一人に調査票を送付させていただいております（本調査は世帯単位ではなく、個人単位です。）。 

 皆さまの御回答は、個人が特定されることはなく、本調査以外に使用することは一切ございません。 

 お忙しいところ大変恐縮ですが、本調査の趣旨を御理解いただき、御協力くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

敬具 

投函期限 

 平成２８年２月２２日（月曜日）までにポストに投函してください。 

ご回答の謝礼として、アンケート票をご返送いただいた後に、お礼の品をご送付させていただきます。 

 

お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本調査は、東京都が調査専門機関である株式会社綜研情報工芸に委託し、実施しています。 

 

調査実施主体：東京都福祉保健局保健政策部健康推進課健康推進係 

 （参考：東京都ホームページ） 

  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/sanko/ 

    とうきょう健康ステーション ⇒ 喫煙 ⇒ [関連情報]東京都のデータ 

拝啓 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

東京都では、受動喫煙の健康影響を減少させることを目的に、平成１６年に「受動喫煙防止ガイド

ライン」を策定し、その対策を推進してまいりました。 

本調査の結果は、今後の東京都の施策の参考とさせていきたいと考えておりますので、お忙しいと

ころ恐れ入りますが、ご協力方よろしくお願い申し上げます。 

 

 

アンケートへの御協力のお願い 

１ 「調査票」にある「問１～問１3」のそれぞれの選択肢から、ご自身のお考えや状況に一番近いも

のをお選びください。 

２ 必要事項を記入し、同封の返信用封筒により、ポストへ投函してください（切手は不要です。）。 

調査実施機関：株式会社 綜研情報工芸 

住     所：東京都港区芝 2-3-3 芝二丁目大門ビル７階 

電     話：０３－５４２７－４０５０ 

ファクシミリ：０３－５４４１－２５８７ 

問い合わせ時間：平日（月曜日～金曜日）午前９：３０～午後５：３０ 

担     当：中村・矢田（やた） 

 当社は、一般社団法人日本情報経済社会推進協会から、個人情報を適切に取り扱っていると認定された事業者です。 

（プライバシーマーク使用許諾者） 

（東京都福祉保健局） 

≪調査票記入にあたって≫ 
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Ⅰ 基礎情報 

 

 調査にお答えいただく前に、あなたご自身（平成２８年１月１日現在）についてうか

がいます。 

 次の設問（問１～問３）はいただきました回答を統計的に分析・集計するために使用

するものです。 

 個人を特定するものではありません。必ず御記入ください。 

 

問１ あなたの性別を〇で囲んでください。（○は１つ） 

１ 男性 ２ 女性 

 

問２ あなたの年齢を〇で囲んでください。（○は１つ） 

１ ２０～２９歳 ２ ３０～３９歳 ３ ４０～４９歳 

４ ５０～５９歳 ５ ６０～６９歳 ６ ７０歳以上 

 

問３ あなたのお住まいの地域を〇で囲んでください。（○は１つ） 

１ 区中央部（千代田区、中央区、港区、文京区、台東区） 

２ 区南部（品川区、大田区） 

３ 区西南部（目黒区、世田谷区、渋谷区） 

４ 区西部（新宿区、中野区、杉並区） 

５ 区西北部（豊島区、北区、板橋区、練馬区） 

６ 区東北部（荒川区、足立区、葛飾区） 

７ 区東部（墨田区、江東区、江戸川区） 

８ 西多摩（青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町） 

９ 南多摩（八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市） 

10 北多摩西部（立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市） 

1１ 北多摩南部（武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市） 

1２ 北多摩北部（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市） 

 

  

調査票 
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Ⅱ 受動喫煙の認知度・受動喫煙の状況 

 

問４ あなたはたばこを吸いますか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ） 

１ 毎日吸っている ⇒問 5 へ ２ ときどき吸う日がある ⇒問 5へ 

３ 以前は吸っていたが１ヶ月以上吸っていない ⇒問 6へ        ４ 吸わない ⇒問 6へ 

 

（問４で「毎日吸っている」、「ときどき吸う日がある」と回答した方） 

問５ たばこを吸うときに気をつけていることはありますか。（○はあてはまるものすべ

て） 

１ 公共的な場所では吸わない ２ 指定の喫煙場所以外では吸わない 

３ 禁煙場所では吸わない ４ 混雑している場合は吸わない 

５ 子どもや妊産婦、病人がいる場合は吸わない ６ 周囲に食事中の人がいる場合は吸わない 

７ 周囲の了解を得てから吸う ８ 気をつけていることはない 

９ その他（                                                ） 

 

問６ あなたは「受動喫煙」という言葉をご存知ですか。次の中から１つ選んでくださ

い。（○は１つ） 

１ 知っている ２ 知らない（今回の調査ではじめて知った） 
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問７ 受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わさ

れること」をいいます。あなたは、おおよそ１年の間に次のような施設（敷地内の

屋外、屋内を含む）で受動喫煙にあいましたか。 

次の「施設」での「状況」に○をつけてください。（１つの「施設」に○は１つ） 

（１）～（16）○は横に１つずつ →  

１
．
あ
っ
た 

２
．
あ
わ
な
か
っ
た 

３
．
行
か
な
か
っ
た 

（１）小学校・中学校・高校 1 2 3 

（２）大学・専門学校等（１）以外の学校 1 2 3 

（３）スポーツ施設 1 2 3 

（４）博物館・美術館 1 2 3 

（５）公民館等集会場 1 2 3 

（６）劇場・映画館 1 2 3 

（７）ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設 1 2 3 

（８）病院・診療所 1 2 3 

（９）老人ホーム・保育所等社会福祉施設 1 2 3 

（10）官公庁施設 1 2 3 

（11）金融機関 1 2 3 

（12）百貨店・デパート 1 2 3 

（13）スーパー・小売店 1 2 3 

（14）飲食店 1 2 3 

（15）ホテル・旅館 1 2 3 

（16）駅・空港 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 87 - 

 

Ⅲ 受動喫煙に対する意識・行動 

 

問８ あなたはこれまで受動喫煙にあったとき、どのように感じましたか。次の中から

１つ選んでください。（○は１つ） 

１ 何も感じなかった ２ 迷惑に思った ３ 受動喫煙にあったことはない 

 

問９ あなたはこれまで受動喫煙にあったとき、どのような行動をとりましたか。次の

中からあてはまるものをすべて選んでください。（○はあてはまるものすべて） 

１ 喫煙者に喫煙を控えてもらうよう頼んだ ２ 自分が席や場所を移動した 

３ 自分が我慢した ４ 気にならなかったため、何もしなかった 

５ 受動喫煙にあったことはない ６ その他（               ） 

 

問 10 不特定多数が利用する施設における受動喫煙を防止するために、あなたが禁煙又

は完全分煙の対策を取ってほしいと思う施設はどれですか。次の中からあてはまる

ものをすべて選んでください。（○はあてはまるものすべて） 

１ 小学校・中学校・高校 ２ 大学・専門学校等１以外の学校 

 ３ スポーツ施設 ４ 博物館・美術館 

５ 公民館等集会所 ６ 劇場・映画館 

 ７ ゲームセンター・パチンコ店等娯楽施設 ８ 病院・診療所 

 ９ 老人ホーム・保育所等社会福祉施設 10 官公庁施設 

 11 金融機関 12 百貨店・デパート 

 13 スーパー・小売店 14 飲食店 

15 ホテル・旅館 16 駅・空港 
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問 11 あなたは『不特定多数が利用する施設における対策』において、最も適切だと考

えるものはどれですか。次の中から１つ選んでください。（以下の図を参考に○は１

つ） 

 １ 敷地内全面禁煙 

 ２ 建物内禁煙（屋外に独立した喫煙場所を設ける） 

 ３ 建物内完全分煙（建物内に独立した喫煙場所を設ける） 

 ４ 施設の利用者の状況に応じて、施設の管理者が判断する 

 ５ その他（                                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 あなたは、飲食店等の入口に禁煙・分煙等の表示があれば、利用する際、入るか

どうかの参考にしますか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ） 

１ 参考にする ２ 参考にしない 

 

 

 

 

 

１ 敷地内全面禁煙の例 

建物内 

２ 建物内禁煙の例 

建物内 

３ 建物内完全分煙の例 

敷地内 

建物内 

喫煙所 

喫煙所 

又は 

施設の敷地内・建物内のすべてに

おいて喫煙できない。 

敷地内 敷地内 

喫煙できるのは、施設の敷地内に

ある喫煙所においてのみ 

喫煙できるのは、施設の建物内に

ある喫煙所においてのみ 

喫煙できるのは、施設の建物内・

敷地内にある喫煙所においてのみ 

又は 

喫煙所 
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Ⅳ 今後の受動喫煙防止対策について 

 

問 13 受動喫煙防止対策を進めていく上で、法的な規制（法律・条例等）について、ど

のようにお考えですか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ） 

１ 施設に対して「法的な規制（法律・条例等）がある方が良い」⇒問 13-1、13-2へ 

２ 施設に対して「法的な規制（法律・条例等）はしてほしくない」⇒問 13-3へ 

３ わからない ⇒問 14へ  

 

（問 13で「法的な規制（法律・条例等）がある方が良い」と回答した方） 

問 13-1 最も近いと思う理由はどれですか。次の中から１つ選んでください。（○は１つ） 

１ 施設の管理者に受動喫煙防止対策の努力義務があるが、対策が進んでいないため 

２ 健康を守るには、施設内を全面禁煙にし、喫煙所を整備する等の対策が必要だと考えるため 

３ 喫煙マナーを守らない喫煙者が多いため 

４ その他（                                      ） 

 

（問 13で「法的な規制（法律・条例等）がある方が良い」と回答した方） 

問 13-2 どのような規制が良いと考えますか。次の中から１つ選んでください。 

（○は１つ） 

１ 国が全国一律の罰則付き法律を制定する 

２ 国が全国一律の罰則なしの法律を制定する 

３ 東京都が独自の罰則付き条例を制定する 

４ 東京都が独自の罰則なしの条例を制定する 

５ その他（                                      ） 

⇒問 14へ 

（問 13で「法的な規制（法律・条例等）はしてほしくない」と回答した方） 

問 13-3 最も近いと思う理由はどれですか。次の中から１つ選んでください。（○は１

つ） 

１ 施設の管理者に受動喫煙防止対策の努力義務があり、これ以外の規制は必要ないため 

２ 既に路上喫煙防止対策や、施設の分煙対策が進んでいるため 

３ 喫煙はマナーや嗜好の問題であり、法的な規制（法律・条例等）で規制すべきではないため 

４ 全ての施設を屋内全面禁煙にすると、路上喫煙やポイ捨てが増える恐れがあるため 

５ その他（                                      ） 
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問 14 受動喫煙防止の取組を進めるために、都へのご意見・ご要望について、ご自由に

お書きください。 

 

 

 

※以上で本アンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。 

 

 

                  

 

                                         

 

＊  質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 


